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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末に実行させるためのアプリケーションプログラムであって、
　クレジットカードまたはキャッシュカードである対象カードから、当該対象カードを他
のカードと識別するための情報であるカード情報を受信するカード情報受信部と、
　上記カード情報受信部が受信したカード情報が、所定のカード情報と一致するか否かを
判定する判定部と、
　上記判定部が、上記カード情報は所定のカード情報と一致すると判定した場合、上記対
象カードを活性化させるカード活性化部と、
として上記携帯端末を機能させるためのアプリケーションプログラム。
【請求項２】
　上記カード活性化部は、上記対象カードを活性化させる期間および上記対象カードの使
用回数の少なくとも何れかを指定して、上記対象カードを活性化させることを特徴とする
請求項１に記載のアプリケーションプログラム。
【請求項３】
　クレジットカードまたはキャッシュカードとして機能するカードであって、
　当該カードを他のカードと識別するための情報であるカード情報を携帯端末に送信する
カード情報送信部と、
　携帯端末から当該カードを活性化させる指示を受け付ける活性化指示受付部と、
　上記活性化指示受付部が受け付けた指示に従って当該カードを活性化させる活性化部と
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、
を備えることを特徴とするカード。
【請求項４】
　カード情報の少なくとも一部を表示する表示部と、
　上記表示部に電力を供給する太陽電池と、
を備えることを特徴とする請求項３に記載のカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末に実行させるためのアプリケーションプログラム、およびクレジッ
トカードまたはキャッシュカードとして機能するカードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、クレジットカードやキャシュカードといったカードの不正使用が問題になってい
る。例えば、（１）所有者がカードを紛失し、当該カードを拾得した第三者が当該カード
を使用する、（２）スキミングによってカードの情報を抜き出し、まったく同じ情報を持
つカードを複製し、当該カードを使用する、といったことが社会問題になっている。特に
（２）は近年のカード犯罪の中でも多く使われる手口であり、ＮＦＣリーダ機をカードに
近づけ、カードのＩＣに書き込まれている情報を抜き出す手口が社会問題になっている。
そのため、このような問題を解決する技術が開発されている。
【０００３】
　例えば、非特許文献１には、暗証番号が入力されることによって活性化するクレジット
カードが開示されている。当該クレジットカードは表面にディスプレイと５つのボタンと
を備えている。当該クレジットカードでは、所有者が暗証番号を入力すると、ディスプレ
イにカード番号が表示され、当該クレジットカードが活性化される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Dynamics Inc.、"Security:Hidden"、２０１５年３月３１日検索、イン
ターネット（URL:https:dynamicsinc.com/Corporate/Products）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の従来技術では、カードを活性化させるために消費される電力が大
きいため、内蔵バッテリーの電力消費も大きいという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、クレジットカー
ドやキャシュカードの不正な使用を防ぐとともに、内蔵バッテリーの電力消費を抑制する
技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るアプリケーションプログラムは、
携帯端末に実行させるためのアプリケーションプログラムであって、クレジットカードま
たはキャッシュカードである対象カードから、当該対象カードを他のカードと識別するた
めの情報であるカード情報を受信するカード情報受信部と、上記カード情報受信部が受信
したカード情報が、所定のカード情報と一致するか否かを判定する判定部と、上記判定部
が、上記カード情報は所定のカード情報と一致すると判定した場合、上記対象カードを活
性化させるカード活性化部と、として上記携帯端末を機能させる。
【０００８】
　上記の構成によれば、アプリケーションプログラムは、対象カードからカード情報を受
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信し、当該カード情報が所定のカード情報と一致すると判定した場合、対象カードを活性
化させる機能を、携帯端末において実現する。そのため、アプリケーションプログラムは
、対象カードを活性化させるか否かを判定する処理を対象カードに実行させる必要がなく
なるため、対象カードの内蔵バッテリーの電力消費を抑制することができる。また、アプ
リケーションプログラムによって、携帯端末は対象カードを活性化させることができるた
め、所有者が対象カードを紛失したとしても、第三者に対象カードを不正に使用されるこ
とを防ぐことができる。また、所有者が使用するとき以外はカードを非活性化されている
ので、スキミングによってカード情報が抜き取られることを防ぐことができる。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係るアプリケーションプログラムにおいて、上記カード活性化
部は、上記対象カードを活性化させる期間および上記対象カードの使用回数の少なくとも
何れかを指定して、上記対象カードを活性化させてもよい。
【００１０】
　上記の構成によれば、アプリケーションプログラムは、ユーザの利便性を向上させるこ
とができる。
【００１１】
　本発明の一態様に係るカードは、クレジットカードまたはキャッシュカードとして機能
するカードであって、当該カードを他のカードと識別するための情報であるカード情報を
携帯端末に送信するカード情報送信部と、携帯端末から当該カードを活性化させる指示を
受け付ける活性化指示受付部と、上記活性化指示受付部が受け付けた指示に従って当該カ
ードを活性化させる活性化部と、を備える。
【００１２】
　上記の構成によれば、カードは、カード情報を携帯端末に送信し、携帯端末から当該カ
ードを活性化させる指示を受け付けると、活性化する。そのため、カードを活性化させる
か否かをカード自体が判定する必要がないため、内蔵バッテリーの電力消費を抑制するこ
とができる。また、カードは携帯端末から活性化させる指示を受け付けると活性化するた
め、所有者がカードを紛失したとしても、第三者に不正に使用されることを防ぐことがで
きる。
【００１３】
　また、本発明の一態様に係るカードは、カード情報の少なくとも一部を表示する表示部
と、上記表示部に電力を供給する太陽電池と、を備えてもよい。
【００１４】
　上記の構成によれば、カードが備える太陽電池が、カード情報を表示する表示部に電力
を供給する。そのため、カードは、内蔵バッテリーの電力消費を好適に抑制することがで
きる。また、カードは、表示部が電力を消費しない期間、太陽電池が発電した電力を内蔵
バッテリーに蓄えることができるため、内蔵バッテリーの残容量がなくなることを好適に
抑制することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、クレジットカードやキャシュカードの不正な使用を防ぐとともに、内蔵バッ
テリーの電力消費を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態におけるカード活性化システムの要部構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本実施形態におけるスマートフォンの処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】本実施形態におけるカードの処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】本実施形態におけるスマートフォンが表示する画像の例である。
【図５】本実施形態におけるカードの外観を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図５を用いて詳細に説明する。
【００１８】
　（カード活性化システム１）
　図１は、本実施形態におけるカード活性化システム１の要部構成を示すブロック図であ
る。図１に示すように、カード活性化システム１は、スマートフォン（携帯端末）２およ
びカード（対象カード）３によって構成されている。カード活性化システム１では、クレ
ジットカードまたはキャッシュカード（デビットカード）として機能するカード３は、近
距離無線通信を介してスマートフォン２によって活性化される。換言すると、カード３は
、スマートフォン２によって活性化されるまでは非活性化されているため、カードが活性
化されるまでユーザはカード３を使用することができない。
【００１９】
　なお、本実施形態では、カード活性化システム１における近距離無線通信としてＮＦＣ
（Near Field Communication）を用いて説明するが、本発明における近距離通信はＮＦＣ
に限定されない。
【００２０】
　（スマートフォン２）
　スマートフォン２は、カード３から、カード３を他のカードと識別するための情報であ
るカード情報を受信し、当該カード情報が所定のカード情報と一致する場合に、カード３
を活性化させる。本発明におけるカード情報の例として、カード番号を挙げることができ
るが、それに限定されない。また、本発明では、カードを活性化させる端末はスマートフ
ォンに限定されず、電話機能を有しない携帯端末（タブレットＰＣなど）であってもよい
。スマートフォン２は、図１に示すように、スマートフォンＮＦＣ通信部２１、指紋セン
サ２２、表示部２３、操作受付部２４、およびスマートフォン制御部２５を備えている。
【００２１】
　スマートフォンＮＦＣ通信部２１は、カード３（より具体的には、後述するカードＮＦ
Ｃ通信部３１）とＮＦＣ通信を行うデバイスである。指紋センサ２２は、ユーザの指紋の
情報である指紋情報を取得するセンサである。表示部２３は、スマートフォン制御部２５
から出力される画像信号が示す画像を表示するデバイスである。表示部２３は、バックラ
イトを有した透過型の液晶パネルや有機ＥＬ（Electro luminescence）ディスプレイなど
により実現される。操作受付部２４は、ユーザの操作を受け付けるデバイスであり、受け
付けた操作を示す操作情報を出力する。操作受付部２４は、表示部２３に重畳して設けら
れるタッチセンサなどにより実現される。
【００２２】
　スマートフォン制御部２５は、スマートフォン２の各構成を統括的に制御する機能を有
し、ＣＰＵにより実現される。スマートフォン制御部２５は、図１に示すように、指紋認
証部２６、カード情報管理部（カード情報受信部、判定部）２７、カード活性化部２８、
および表示制御部２９としても機能する。
【００２３】
　指紋認証部２６は、指紋センサ２２から出力される指紋情報が、予め登録されている指
紋情報と一致するか否かを判定し、判定結果を出力する。例えば、スマートフォン２では
、予めスマートフォン２のユーザの指紋情報を登録することにより、スマートフォン２の
ユーザにのみ、スマートフォン２を操作させることが可能になる。カード情報管理部２７
は、予め登録された１または複数のカードのカード情報を管理する。カード情報管理部２
７がカード情報を管理する処理については、後述するフローチャートにおいて詳しく説明
する。カード活性化部２８は、スマートフォンＮＦＣ通信部２１を介してカードを活性化
させる（カードに対して活性化するように指示する）。より具体的には、カード活性化部
２８は、カードを活性化させる旨の信号を送信する。表示制御部２９は、表示部２３に表
示する画像を示す画像信号を表示部２３に出力する。
【００２４】
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　（カード３）
　カード３は、スマートフォン２にカード情報を送信し、スマートフォン２から活性化さ
せる指示を受け付けると活性化する。カード３は、図１に示すように、カードＮＦＣ通信
部３１、ＬＣＤ３２ａ、ＬＣＤ３２ｂ、ＬＣＤ３２ｃ、カード制御部３３、スイッチ３６
、バッテリー３７、および太陽光パネル（太陽電池）３８を備えている。
【００２５】
　カードＮＦＣ通信部３１は、スマートフォン２（より具体的には、スマートフォンＮＦ
Ｃ通信部２１）とＮＦＣ通信を行うデバイスである。また、カードＮＦＣ通信部３１は、
ＮＦＣ通信を行う対象機器から供給される電力を、バッテリー３７に供給することもでき
る。また、カード３が、カードＮＦＣ通信部３１に代えて、またはカードＮＦＣ通信部３
１に加えて、接触型の通信部（不図示）を備える場合、当該通信部は、当該通信部と接触
してカード３と通信を行う端末（例えば、決済端末やＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅ
ｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）など）から供給される電力をバッテリー３７に供給すること
もできる。そのため、カード３は、バッテリー３７の残容量がなくなることを好適に抑制
することができる。
【００２６】
　ＬＣＤ３２ａ～ＬＣＤ３２ｃ（以下において、ＬＣＤ３２ａ～ＬＣＤ３２ｃをＬＣＤ（
表示部）３２と称する場合もある）は、カード制御部３３から出力された画像情報が示す
画像を表示するデバイスである。ＬＣＤ３２は、カード３に内蔵可能な液晶パネルである
が、液晶パネルに限定されず、カード３に内蔵可能な表示デバイスであればよい。カード
制御部３３は、カード３の各構成を統括的に制御する物であり、ＣＰＵにより実現される
。カード制御部３３の詳細については後述する。
【００２７】
　スイッチ３６は、ユーザからカード３を起動する旨の操作を受け付けるデバイスである
。バッテリー３７は、カード制御部３３に電力を供給する内蔵バッテリーである。太陽光
パネル３８は、光を電気エネルギーに変換する太陽電池である。太陽光パネル３８は、変
換した電気エネルギーを、カード３が起動しているときにはＬＣＤ３２に供給する。その
ため、カード３は、太陽光パネル３８を備えることにより、バッテリー３７が消費するの
を抑制することができる。また、太陽光パネル３８は、カード３が起動していないときに
は、発電した電力をバッテリー３７に供給する。そのため、カード３は、バッテリー３７
の残容量がなくなることを好適に抑制することができる。
【００２８】
　カード制御部３３は、図１に示すように、カード管理部（カード情報送信部、活性化指
示受付部、活性化部）３４およびＬＣＤ制御部３５としても機能する。カード管理部３４
は、カード３のカード情報を管理する。カード管理部３４がカード情報を管理する処理に
ついては、後述するフローチャートにおいて詳しく説明する。ＬＣＤ制御部３５は、ＬＣ
Ｄ３２に表示する画像を示す画像信号を、ＬＣＤ３２に出力する。
【００２９】
　（スマートフォン２の処理）
　図２は、本実施形態におけるスマートフォン２の処理の流れを示すフローチャートであ
る。スマートフォン２の処理について、図２を用いて説明する。
【００３０】
　まず、スマートフォン制御部２５は、ユーザから操作受付部２４を介してカードを活性
化させるアプリケーションを起動する旨の指示を受け付けると、当該アプリケーションを
起動させる（ステップＳ１、以下「ステップ」を省略する）。続いて、指紋認証部２６は
、指紋センサ２２を介して指紋情報を取得すると、当該指紋情報が所定の指紋情報と一致
するか否かを判定し、判定結果をカード情報管理部２７に出力する（Ｓ２）。カード情報
管理部２７は、判定結果が指紋は一致したことを示す判定結果であるか否かを判定する（
Ｓ３）。
【００３１】



(6) JP 5920747 B1 2016.5.18

10

20

30

40

50

　Ｓ３において、「指紋は一致した」と判定された場合（Ｓ３：Ｙｅｓ）、カード情報管
理部２７は、操作受付部２４を介してユーザから取得した操作情報に従い、活性化させる
カードを選択する（Ｓ４）。本実施形態では、カード３を選択する旨の操作を示す操作情
報をカード情報管理部２７が取得した場合について説明する。そして、カード情報管理部
２７は、カード接触可能時間（本実施形態では１分）を表示するよう表示制御部２９に指
示する。表示制御部２９は当該指示を受け付けると、カード接触可能時間を表示部２３に
表示する（Ｓ５）。続いて、カード情報管理部２７は、カード接触可能時間である１分以
内にカード情報を受信したか否かを判定する（Ｓ６）。
【００３２】
　Ｓ６において、「１分以内にカード情報を受信した」と判定された場合（Ｓ６：Ｙｅｓ
）、カード情報管理部２７が受信したカード情報が、カード情報管理部２７が管理してい
るカード情報のうち、Ｓ４において選択されたカードのカード情報と一致するか否かを判
定する（Ｓ７）。Ｓ７において、「カード情報は一致する」と判定された場合（Ｓ７：Ｙ
ｅｓ）、カード活性化部２８は、カードを活性化させる期間（決済時間）およびカードの
使用回数（決済回数）を指定して、カード３を活性化させる（Ｓ８）。ここで、カード活
性化部２８が指定する決済時間および決済回数は、予めユーザによって設定されているも
のであってもよいし、所定の決済時間および決済回数であってもよい。
【００３３】
　続いて、カード情報管理部２７は、残りの決済時間および決済可能回数を表示するよう
、表示制御部２９に指示する。表示制御部２９は、当該指示を受け付けると、残りの決済
時間および決済回数を表示部２３に表示する（Ｓ９）。なお、以下において、「決済時間
および決済回数」は、「決済時間および決済回数の少なくとも何れか」であってもよい。
そして、カード情報管理部２７は、決済時間および決済回数を再設定する旨の操作を示す
操作情報を取得したか否かを判定する（Ｓ１０）。
【００３４】
　Ｓ１０において、「決済時間および決済回数の再設定要請はない」と判定された場合（
Ｓ１０：Ｎｏ）、カード情報管理部２７は、決済時間および決済回数は設定値と同一であ
るか否かを判定する（Ｓ１１）。Ｓ１１において、「決済時間および決済回数は設定値と
同一である」と判定された場合（Ｓ１１：Ｙｅｓ）、カード情報管理部２７は、カードを
活性化させるアプリケーションを終了する（Ｓ１２）。
【００３５】
　また、Ｓ３において、「指紋は一致しない」と判定された場合（Ｓ３：Ｎｏ）、カード
情報管理部２７は、指紋の不一致が所定の回数（本実施形態では３回）に達したか否かを
判定する（Ｓ１３）。Ｓ１３において、「３回目ではない」と判定された場合（Ｓ１３：
Ｎｏ）、カード情報管理部２７は、ステップＳ２の処理に戻り、再び指紋認証を行う。一
方、Ｓ１３において、「３回目である」と判定された場合（Ｓ１３：Ｙｅｓ）、または、
Ｓ６において「１分以内にカード情報を受信しなかった」と判定された場合（Ｓ６：Ｎｏ
）、カード情報管理部２７は、Ｓ１２の処理に進みアプリケーションを終了する。
【００３６】
　また、Ｓ１０において、「決済時間および決済回数の再設定要請はある」と判定された
場合（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、カード情報管理部２７は、ユーザ入力により設定された決済時
間および決済回数を取得し（Ｓ１４）、Ｓ５の処理に戻る。また、Ｓ７において、「カー
ド情報は一致しない」と判定された場合（Ｓ７：Ｎｏ）も、カード情報管理部２７はＳ５
の処理に戻る。
【００３７】
　また、Ｓ１１において、「決済時間および決済回数は設定値と同一ではない」と判定さ
れた場合（Ｓ１１：Ｎｏ）、カード情報管理部２７は、ステップＳ９の処理に戻る。
【００３８】
　このように、本実施形態におけるスマートフォン２は、カード３からカード情報を受信
し、当該カード情報が所定のカード情報と一致するか否かを判定する。そして、スマート
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フォン２は、当該カード情報が所定のカード情報と一致すると判定した場合、カード３を
活性化させる。そのため、スマートフォン２は、カード３を活性化させるか否かを判定す
る処理をカード３に実行させる必要がなくなるため、カード３のバッテリー３７の電力消
費を抑制することができる。また、スマートフォン２がカード３を活性化させるため、所
有者がカード３を紛失したとしても、第三者にカード３を不正に使用されることを防ぐこ
とができる。
【００３９】
　また、スマートフォン２は、カード３を活性化させる期間およびカード３の使用回数の
少なくとも何れかを指定して、カード３を活性化させる。そのため、ユーザは、スマート
フォン２を操作することによってカード３を活性化させる期間およびカード３の使用回数
の少なくとも何れかを変更できるため、スマートフォン２は、ユーザの利便性を向上させ
ることができる。
【００４０】
　（カード３の処理）
　図３は、本実施形態におけるカード３の処理の流れを示すフローチャートである。カー
ド３の処理について、図３を用いて説明する。
【００４１】
　カード制御部３３は、スイッチ３６を介して、カード３を起動させる旨の操作を示す操
作情報を取得すると、バッテリー３７が供給する電力によって起動する（Ｓ２１）。そし
て、ＬＣＤ制御部３５は、起動したことを示す画像（本実施形態では数字の「８」）をＬ
ＣＤ３２に表示する（Ｓ２２）。続いて、カード管理部３４は、カード３のカード情報を
、カードＮＦＣ通信部３１を介してスマートフォン２に送信する（Ｓ２３）。
【００４２】
　続いて、カード管理部３４は、スマートフォン２から、カード３を活性化させる指示を
受け付けると、カード３を活性化させる（Ｓ２４）。より具体的には、カード管理部３４
は、カードを活性化させる旨の信号を受信すると、カード３を活性化させる。カード３が
活性化すると、ＬＣＤ制御部３５は、ＬＣＤ３２に画像を表示する（本実施形態では、Ｌ
ＣＤ３２ａにカード番号、ＬＣＤ３２ｂに有効期限、ＬＣＤ３２ｃにセキュリティコード
を表示する、Ｓ２５）。そして、カード管理部３４は、スマートフォン２において決済時
間および決済回数の再設定要請があるか否かを判定する（Ｓ２６）。換言すると、スマー
トフォン２から、再度決済時間および決済回数を指定して活性化されたか否かを判定する
。
【００４３】
　Ｓ２６において、「決済時間および決済回数の再設定要請はある」と判定された場合（
Ｓ２６：Ｙｅｓ）、カード管理部３４は、決済時間および決済回数を再設定する（Ｓ２７
）。そして、カード管理部３４は、決済時間および決済回数は設定値と同一か否かを判定
する（Ｓ２８）。また、Ｓ２６において、「決済時間および決済回数の再設定要請はない
」と判定された場合（Ｓ２６：Ｎｏ）も、カード管理部３４はＳ２８の処理を実行する。
【００４４】
　Ｓ２８において、「決済時間および決済回数は設定値と同一である」と判定された場合
（Ｓ２８：Ｙｅｓ）、カード管理部３４はカード３を非活性化させる。一方、Ｓ２８にお
いて、「決済時間および決済回数は設定値と同一ではない」と判定された場合（Ｓ２８：
Ｎｏ）、カード管理部３４は、Ｓ２５の処理に戻る。
【００４５】
　このように、本実施形態におけるカード３は、カード情報をスマートフォン２に送信し
、スマートフォン２からカード３を活性化させる指示を受け付けると、カード３を活性化
させる。そのため、カード３は、カード３を活性化させるか否かを判定する処理が不要で
あるため、バッテリー３７の電力消費を抑制することができる。また、カード３はスマー
トフォン２から活性化させる指示を受け付けるため、所有者がカード３を紛失したとして
も、第三者に不正に使用されることを防ぐことができる。また、所有者が使用するとき以
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外、カード３は非活性化されている。そのため、カード３は、スキミングによってカード
情報が抜き取られることを防ぐことができる。
【００４６】
　（スマートフォン２が表示する画像の例）
　図４は、本実施形態におけるスマートフォン２が表示する画像の例である。図４に示す
ように、スマートフォン２は、カードを活性化させると、残りの決済時間を示す画像４０
を含む画像を表示部２３に表示する。なお、スマートフォン２は、画像４０に加えて、決
済回数を示す画像を含む構成であってもよい。このように、スマートフォン２は、決済時
間および決済回数の少なくとも何れかを表示することにより、カードが活性化する期間お
よびカードを使用可能な回数をユーザに報知することができる。
【００４７】
　また、スマートフォン２は、図４に示すように、決済時間の再設定を受け付けるボタン
４１および決済回数の再設定を受け付けるボタン４２を含む画像を表示してもよい。この
構成により、ユーザに対して、カードが活性化する期間および使用可能な回数を変更可能
であることをユーザに報知することができる。
【００４８】
　（カード３の外観）
　図５は、本実施形態におけるカード３の外観を示す図である。以下、カード３において
、所有者の署名を記載する面を裏面、裏面の反対側の面を表面と称する。図５の（ａ）は
、カード３が非活性化されているときの表面の外観を示す図であり、（ｂ）は、カード３
が活性化されているときの裏面の外観を示す図であり、（ｃ）は、カード３が活性化され
ているときの表面の外観を示す図である。
【００４９】
　図５の（ａ）に示すように、カード３の表面に記載されているカード番号の一部を隠す
ように、ＬＣＤ３２ａは配置されている。そのため、ＬＣＤ３２ａが画像を表示していな
い状態（すなわち、カード３が非活性化されている状態）では、カード３のカード番号の
一部しかユーザに提示していないため、第三者が不正にカード３を使用するのを防ぐこと
ができる。また、図５の（ａ）および（ｂ）に示すように、カード３はさらに、有効期限
を表示するＬＣＤ３２ｂ、およびセキュリティコードを表示するＬＣＤ３２ｃを備えてい
る。なお、図５の（ａ）には図示していないが、カード３が非活性化されている状態では
、ＬＣＤ３２ｃも同様に画像を表示しない。
【００５０】
　カード３が非活性化されている状態において、ユーザがスイッチ３６を押し、カード３
のカードＮＦＣ通信部３１をスマートフォン２のスマートフォンＮＦＣ通信部２１に近づ
けると、カード３はカード情報をスマートフォン２に送信する。そして、カード３が活性
化されると、図５の（ｂ）に示すように、ＬＣＤ３２ｃはセキュリティコードを表示する
。また、図５の（ｃ）に示すように、ＬＣＤ３２ａはカード番号の一部を表示、ＬＣＤ３
２ｂは有効期限を表示する。
【００５１】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　スマートフォン２およびカード３における各制御ブロック（特にスマートフォン２のス
マートフォン制御部２５）は、集積回路（ＩＣチップ）等に形成された論理回路（ハード
ウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフ
トウェア（アプリケーションプログラム）によって実現してもよい。
【００５２】
　後者の場合、スマートフォン２およびカード３は、各機能を実現するソフトウェアであ
るプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ
（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装
置（これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Acces
s Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラム
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を上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記
録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半
導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラ
ムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介し
て上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝
送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００５３】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能であり、実施形態に開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態
についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は、カードを活性化させるシステムに利用することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　カード活性化システム
　２　スマートフォン（携帯端末）
　３　カード（対象カード）
　２７　カード情報管理部（カード情報受信部、判定部）
　２８　カード活性化部
　３２ａ～３２ｃ　ＬＣＤ（表示部）
　３４　カード管理部（カード情報送信部、活性化指示受付部、活性化部）
　３８　太陽光パネル（太陽電池）
【要約】
【課題】クレジットカードやキャシュカードの不正な使用を防ぐとともに、内蔵バッテリ
ーの消費を抑制する技術を提供する。
【解決手段】対象カードからカード情報を受信し、受信したカード情報が、所定のカード
情報と一致するか否かを判定するカード情報管理部（２７）と、受信したカード情報が所
定のカード情報と一致すると判定された場合、対象カードを活性化させるカード活性化部
（２８）と、として携帯端末を機能させるアプリケーションプログラム。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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